
お知らせお知らせ

書
面
で
申
告
書
等
を

提
出
す
る
皆
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ

税
務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
け
る
手

続
き
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
１
月
か

ら
、
申
告
書
等
の
「
控
え
」
に
収
受
日
付

印
の
押
な
つ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
し

た
。申

告
書
等
を
書
面
で
提
出
す
る
際
は
、

申
告
書
等
の
正
本
（
提
出
用
）
の
み
を
提

出
（
送
付
）
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
し
ま
す
。

問
湯
浅
税
務
署　
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償
却
資
産
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
を
経
営
し

て
い
る
方
、
ア
パ
ー
ト
や
駐
車
場
な
ど
を

貸
し
付
け
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た

め
に
所
有
す
る
構
築
物
・
機
械
・
備
品
な

ど
の
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
自
動
車

を
除
く
）
を
「
償
却
資
産
」
と
い
い
ま
す
。

１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
償
却
資

産
に
つ
い
て
は
、
１
月
31
日
（
金
）
ま
で

に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
期
限

間
近
に
な
る
と
窓
口
が
混
み
合
い
ま
す
。

早
め
の
（
１
月
中
旬
を
目
安
に
）
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

令
和
6
年
（
２
０
２
4
年
）
分

確
定
申
告
会
場
の
お
知
ら
せ

湯
浅
税
務
署
で
は
確
定
申
告
会
場
を
開

設
し
ま
す
。

●
開
設
期
間
／
2
月
17
日
（
月
）
～
3
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
相
談
受
付
時
間
／
16
時
ま
で

※
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て

は
16
時
以
前
に
相
談
受
け
付
け
を
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
で
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ

に
よ
る
申
告
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

ス
マ
ホ
を
お
持
ち
の
方
は
ス
マ
ホ
を
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
持
参
を
お

願
い
し
ま
す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
二
つ
の
暗
証
番
号
も
お
忘
れ
な
く
）。

●
土
地
等
譲
渡
所
得
お
よ
び
贈
与
税
の
相

談
は
、
担
当
者
が
従
事
し
て
い
る
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い

・
日
程
／
2
月
17
日
（
月
）、
18
日
（
火
）、

20
日
（
木
）、
25
日
（
火
）、
27
日
（
木
）、

3
月
4
日（
火
）、6
日（
木
）、10
日（
月
）、

11
日
（
火
）、
13
日
（
木
）、
17
日
（
月
）
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税 

金

◆
◆
◆

税
理
士
に
よ
る

地
区
相
談
会
場
の
ご
案
内

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
書
の
書
き
方

な
ど
の
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

問
湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
５
３
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１

2 月
開設時間6 12 13 17 18

木 水 木 月 火
有田市文化福祉センター　大会議室 ● 9:30 ～ 16:00

（相談受け付け締め切り時間 15:30）有田川町役場 吉備庁舎　4 階 第 2・3 会議室 ●

有田川町役場 清水行政局　2 階 大会議室 ● 9:30 ～ 15:00
（相談受け付け締め切り時間 14:30）

湯浅納税協会　３階 会議室 ● ● 9:30 ～ 16:00
（相談受け付け締め切り時間 15:30）

※いずれの会場も 12 時から 13 時までは相談は行っておりません。
※ご来場の際には、前年分の控え、源泉徴収票（給与・年金収入のある場合）、所得控除に係る

各種証明書などの申告書の作成に必要な書類と筆記用具などをご持参ください。
※各会場とも「土地・建物・株式等を売却された所得」「山林所得」「贈与税」「相続税」に関する

相談は行っておりません。これらに関する相談が必要な場合は、湯浅税務署までお越しください。

開設場所
開設日

20広報ありだがわ　2025.1


